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賑 「小さな 自治体の挑戦」

―愛媛県内子町のまちづ くりの特徴一

鈴 木 茂(松 山大学)

は じめ に

愛媛 県 内子 町 は,県 都松 山市 の西約40kmの 山間地 にあ る小 さな 自治 体で あ る。総 面積

299.5k㎡ の うち,田 は僅か に2。2%に す ぎず,山 林原野が77.3%も 占める典型 的な中山間地域

である。現 内子町 は2005年1月1日 に旧内子町(人 口10,685人),五 十崎町(5,703人),小 田

町(3,491人)の3町 が合併 して,人 ロ1万9,879人 の新 内子 町が誕生 した。南 に四国 山脈,東

西 と北側 を山地に囲 まれ,町 の中心 を肱川の支流である小 田川が流れてい る。川沿いの狭 い平

野部 と山間部 に集落が点在す る典型 的な中山間地域の 自治体 であ り,大 都市圏 にある基礎 的自

治体 と比べて大 きなハ ンディを抱 えている。

合併後 も過疎化 ・高齢化が進行 し,2015年 には町人口は1万8000人 を下回る見込みである。

また,合 併 は財政力の脆弱 な小規模 自治体3町 の合併であ り,合 併 によって財政基盤が強化 さ

れたわけではない。三位一体改 革は,一 方で地方交付税 ・国庫 支出金 を削減 したのに対 して,

他方 では地方 に税源 を移譲 したが,内 子町の ような中山間地域 の小規模 自治体 においてはそ も

そ も課税対象 となる経済基盤 を欠いてい る。 したがって,合 併後の財政規模 は2005年 度の予算

112億 円か ら2014年 度 には98億 円に,約12.5%縮 小す る見込 みであ る。財政規模の縮小 は,地

方交付税(約13億 円減)と 国庫 支出金(約2億 円減)の 削減 に よるものであ り,町 村合併 と併

行 して推進 された三位一体改革の影響が大 きい。合併 によって誕生 した新 内子町は,行 政エ リ

ァが拡大 したが,輸 入農産物 の増加 と担い手の高齢化 による農林業の衰退,住 民意思 の不統 一,

自治体職員相互の意識のずれ,合 併に伴 う自治体の行政組織 の再編成,三 位一体改革 と財政難

等に直面 している。新内子 町ではこれまでの地域づ くりの中で蓄積 して きたノウハ ウを活か し

て,住 民主体 の地域づ くり,「 自治会 レベルか らの計画行政」の仕組み を構築す ることで直面

する困難 を乗 り越 え ようとしてい る。

以 下では,旧 内子町 を中心 とする地域づ くりとその特 徴,「 キ ラリと光 るエ コロジー タウ ン

内子」 をキャ ッチ フ レーズに した新内子町の取組 を簡単 に紹介 したい。詳細 な説明は内子町職

員の皆 さん に労 を とって頂いたので,そ れ を参照 して頂 きたい。 また,特 に断 りの ない場合,

旧内子町 を単に内子 町と呼ぶ。
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特集1内 子 町の まちづ くり 「小 さな 自治体の挑戦」一 愛媛県 内子 町の まちづ くりの特徴一

't内 子町
のまちづ くりの概要

嬬 毒

内子町の まちづ くりは,1970年 代 に開始 された歴史的建造物 の保存事 業(い わゆる重要伝統

的建造物群保存事業),1980年 代 末か ら開始 された村並保存運動,1990年 代半 ばか ら開始 され

た産直市の開設による産業振興,2000年 代 に開始 されたグリー ンッー リズム,さ らに町内公民

館分館 を単位 とす る自治会 レベルの地域づ くりに大 きく分けるこ とがで きる。

歴 史的町並保存事業 は,内 子町が木蝋産業で栄えた江戸後期か ら明治 ・大正期 に建設 され た

歴史的建造物群の保存事業であ る。 内子町は江戸末期 か ら日本一の木蝋 産地 として栄えた地域

である。その結果,内 子町 とその周辺地域 に江戸末期 か ら明治 ・大正期 に建設 された伝統的 な

建築物が多数存在 した。1972年 に文化庁 の第一次集落町並み調査の対象 になったことが契機iと

なって,内 子町は歴 史的建造物の保存事業に取組むことになった。伝統 的な建造物が残存 して

いたのは,当 該地域 が内陸部 にあって高度成長期の開発対象地域 にな らなか ったか らであ る。

歴 史的建造物は保存 され ていた というよ りも放置 されていた と表現 する方が実態 に近 く,崩 壊

寸前 であ った言って も過言ではない。地域住民の問で も老朽化 し,崩 れかか った家屋 の保全修

復事業 に対 して異議 を唱 える住民 も少 な くなかったとい う。 また,当 時,愛 媛県南予地域の代

表的な観光 地は,NHKの 朝の ドラマの舞台 となった大洲市 であった。 内子 町は観光地 として

はほ とん ど全 く認知 されてお らず,訪 れる観光客数は年間1万 人程度 であ った。1982年 に内子

町八 目市 ・護国地 区(3.5㌶,全 国18番 目に選定,2008年12月 現在38都 道府県71市 町村83地

区,総 面積3,190.2㌶)が 文化財保護法 による重要伝統的建造物群保存地区 として保存 され るこ

とが決定 されてか ら約30年 が経過 するが,今 日では内子町を訪 れる観光客 は年 間60万 人 を超

えてい⇔。

村並保存 運動 は,町 内で も最 も条件の悪い石畳地区にお ける村並保存運動であ り,1980年 代

末か ら開始 された もので ある。町並み保存事業において住民意思 を尊重 し,住 民主体の まちづ

くりを基本 コンセプ トに したが,基 本的には行政主導型の保存事業 であ る とす る反省か ら,村

並保存運動 は取 り組 まれた ものであ る。保存地区に指定 され ると建造物の増改築が規制 され る

が,改 修 に際 しては国及 び自治体か ら補助金が交付される。 このため,保 存事 業は行政主導 と

なる傾向が強い。地域住民が地域の歴史文化 を掘 り起 こ し,自 ら汗 をか きなが ら地域づ くりを

する文字通 り住民主体 の地域づ くり運動 が,内 子町中心部か ら麓川沿 いに車で30分 ほ ど山間地

にわけ入 った石畳地 区で開始 された。 地区の若者10数 名 で1987年 に 「石畳 を思 う会」 が結成

され,資 金 と労働力 を提供 してかつての農村の原風景であった水車小屋 を復 元 した。地区住民

の力 で復 元 した小 さな水車小屋 は話題 を呼 び,同 地区は愛媛県 の農村景観保存 地区(愛 媛 県ア

グ リ トピア構想)に 選定 され,さ らに2基 の水車が復元 された。 また,内 子町は古民家 を移築

して休憩 ・宿泊施設 を整備 し,管 理運営 を地区の婦人 グルー プに委託 した。公設民営型 の休

憩 ・宿泊施 設 「石畳の宿」の建設,農 村景観の保全が住民 の 自信 と誇 りを呼びおこし,水 車祭
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りや村並博が開催 されている。

産直市 「内子 フレ ッシュパー クか らり」は,全 国各地で開設 されてい る 「道の駅」である。

1997年 に開設 された道の駅 「か らり」 は,高 齢者 や女性 を中心 とす る小規模農業 にターゲ ッ ト

をおいた地域産業お こ しの拠点である。「か ら り」 の特徴 は,住 民主体 と学習 を基本 にして推

進 された ことであ り,内 子町独 自の仕組みが構築 されてい る。す なわち,「 知的農村塾」 にお

ける地域 農業 ・農村のあ り方 に関する学習活動,実 験施設 「内子 の市」開設 による産直市運営

のためのノウハ ウの蓄積,運 営会社 である第三セ クター㈱内子 フレッシュパー クか らりには行

政や農業 団体 だけで な く住民 も株主 として出資 し,運 営 に積極 的に参加 しているこ と,行 政 に

よる支援(情 報セ ンター)な ど,内 子モデル ともいえる仕組 みを構築 してい ることである。そ

の結果,販 売額が年 々増加 し,農 家の婦人グループによる農産物加工事業や 「アグリ亭」 の開

設 ・運営が行われている。

グリー ンッーリズムは,ヨ ー ロッパの農村で開始 された農業 ・農村の保存運動 であ り,政 策

であ る。 日本 で は1990年 代半 ばか ら農林水産省が中心 となって推 進 して い る。 内子町では,

1994年 に整備 され た公設民営方式 の宿泊休憩施設であ る 「石畳の宿」,翌 年 に民営の農家民宿

である 「ファームイ ン古久里来RAUM」 が開業 されていたが,「 知的農村塾」 の学習活動の一

環 として欧米の農村視察 を通 じてグリー ンツーリズムに関する関心が高 まっていた。2000年 代

になる と,国 策 として グリー ンツー リズムが推進 され るようになったこともあ り,内 子町では

多様な農家民宿や農業体験学習活動が開始 され,2004年 には 「うちこグリー ンッー リズム協会」

が発足 した。2006年 現在,既 に公設民営方式の宿泊施設4軒,民 営宿泊施設7軒,農 作業体験

や農村文化交流 を行 う農家や団体が13を 数え,宿 泊者数 も着実 に増加 している。農家 を中心 と

して宿泊体験 学習 の仕組みを構築 し,都 市住民 との交流が拡大 している。

内子 町は,こ うした個 別の地域づ くりプロジェク トとともに,早 くか ら住民 自治組織 を基本

とした行政 の仕組み を構 築 して きた ところに特徴 がある'。住民 自治組織 としての 自治会制度 を

強化 し,住 民主体 の地方行政の仕組みを構築 して きた。内子町には小学校単位 に18の 公民館分

館があ り,1990年 頃か ら,分 館 ごとに 「地域づ くり10ヶ 年計画」 を策定 し,町 行政 と連動 さ

せなが ら実施 して きた。 さ らに,2002年4月 か ら公民館分館 制度を 自治会制度に改編 し,住 民

主導に よって10ヶ 年の地域づ くり計画 を新たに策定 した。 自治会 は3自 治セ ンター,18自 治

会,75区 か ら構成 され,地 域 コミュニティの推進,生 涯学習の推進,地 域づ くりの推進 を担 う

ものである。 内子町は,自 治会 レベルの計画行政 を推進 し,住 民主体の まちづ くりに取組んで

いるのであ る。

∬

こう した内子町の まちづ くりの特徴の第1は,行 政主導型で開始 された ものである。民間企

業や住民の主体的力量が大 きな地域 は例外 として,多 くの地域 においては まちづ くりを自治体
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特集1内 子 町の まちづ くり 「小 さな自治体の挑 戦」一愛媛 県 内子 町の まちづ く りの特徴

あるいは自治体職 員が先導せ ざるを得 ない。まちづ くりを担 う地域企業や住民 が育っていない

場合,地 域住民 の暮 らしや健康 を守 ることを使命 とし,人 材 と予算 を有す る自治体及 び 自治体

職員 がまず先導役 を務め ざるをえない。内子町 も例外ではない。歴史的建 造物 とはいえ,老 朽

化 し,壁 土がはげ落 ち,屋 根 瓦が落ちかけている建造物 の文化価値 を認識 し,同 僚の 自治体職

員や地域住民 に保存 の意義 を訴えることは容易 なことではなかった と思われる。住民の中には,

放置 され,崩 れかか った建造物 を補修 して保存する意義 を認めない者 も少 な くなかった とい う。

町並保存事 業 を推進す るには,保 存対象地 区住民だけでな く,地 域住民全体 の合意形成 に努め

なければな らなかったのであ る。保存事業 を担当する職員 自身が保存事 業につ いて学 習 し,専

門的知識で武装す る必要があ った。す なわち,保 存事 業は行政主導型で開始 されたが,そ れは

自治体職員の専 門能力の高度化 を要求する ものであった。重伝地区の保存事業 を推進 するため

には住民の合意形成が不可欠であ り,そ のため には事業 の推進者である 自治体職員が歴 史的建

造物保存の意義を認識 していなければならない。内子 町では事業 を推進 する担 当職員 が歴史的

建造物の保存 に関す る経験 と知識 を蓄積 しているイタリアで研修す るな ど,自 らの専 門的知識

の高度化に取組 んだ。 また,職 員の専門的能力は,専 門家集団 との ネッ トワークによって補完

された。伝統 的建造物の保存 政策の出発点 となったのは建築学の専 門家 や地域住民 であ り,伝

統 的建造物 の保存の意義 を訴 え,そ れが文化財保護法に結実 した歴史 をもっている。

第2に,内 子 町のまちづ くりの特徴 は,行 政主導で開始 されたが,常 に 「住民主体」 を基本

理念 として取組 まれたこ とである。「まちづ くりの主体 は住民 である」 とす る基本理念 を明確

に していない場合 には,行 政主導型の まちづ くりか ら脱却で きず,住 民 の意思 と乖離す ること

が少 な くない。 内子 町の 町並保存地区の整備事業が成功 を収め るこ とがで きた大 きな要因 は,

住民 の合意形成 を重視 したこ とである。保存地 区は住民が現 に暮 らしている生活の場 であ る。

歴史 的建 造物 とは言 って も住民 が 日々生活 している住宅であ り,住 民 の所有物である。所有者

である住民 の同意 な くして保存 地区の選定 はで きない。内子町のまちづ くりの特徴 は,行 政が

先導役 を担 うが,「 住民主体」 を基本 に取組 んでいるこ とである。 内子 町では地域独 自の イベ

ン トか ら全 国的なイベ ン トな ど様 々なイベ ン トが年間を通 して開催 されているが,町 職員 は実

行委員会のメ ンバ ー として裏方 を務 めている。内子町職員か らしば しば聞かれ る 「職員 は黒子

に徹する」 とい う言葉 にその ことが よくあ らわれている。

第3は,地 域住民が まちづ く りの担い手 として発達す るには継続 的な学習 を欠かす ことがで

きないことであ り,内 子町では まちづ くりの基礎 として学習 を重視 して きたことであ る。内子

町では,ユ986年 以 来白石雅也元愛媛大学農学部教授(「 知 的農村塾」 開講当初助教授)を 塾頭

に,「 知 的農村塾」 を開催 して きた。全国各地 の農業や農村づ くりに取組 んで きた リーダーな

どを招いて学 習す る とともに,海 外の先進的 な農業 ・農村 を視 察す る等,内 子 町の農業 ・農村

のあ り方について学習 して きた。こうした取組みか ら,地 域農業 ・農村 のあ り方を考 え,大 規

模農業経営 を基本 とし,大 量生産大量流通 を基本 とす る農業政策に対 して,中 山間地特 有の小

規模農業 を前提 とした内子町の農業や農村生活のあ り方 について継続的 に学習 して きた ことで
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ある。そ うした学習活動が早 くか ら果樹栽培や観光農園に取組 む基礎 とな り,産 直市 「か らり」

の成功に結 びついてい ることである。産直市 は 「道の駅」あ るいは 「海の駅」 として全国各地

で整備 されているが,内 子 町の 「か らり」は住民の学習 を基本 とし,産 直市 を運営す る上で必

要 なノウハ ウの蓄積や産直活動 を支援す る情報システムを構築 してい る ところに特徴があ り,

成功モデル として紹介 されている。「か らり」成功の裏 には,「 知的農村塾」 での学習が重要な

役割 を果た してお り,女 性 や高齢者 を担い手 とした零細 ・小規模 農業の将来像 を模索 する中で

構想 された もので ある。 また,「 か らり」で も住民主体 を重視 し,運 営 会社㈱ か らりに行政や

農業団体 だけでな く住民 も出資 し,運 営 の一端を担ってい る。

第4は,住 民の中に まちづ くりの担い手が育 っているこ とである。歴 史的町並保存地区では,

保存セ ンターは地域住民で構 成す る町並保存会 と連携 した保存活動 を推 進 している。 また,歴

史的町並保存事業 は行政主導型で推進された との反省 か ら,住 民主体 の まちづ くりとして取組

まれたのが村並保存運動である。町内でも最 も条件 の恵 まれ ない石畳地 区の村並保存 運動がそ

れである。町職員 の働 きかけに よって若者 グループ(「 石畳 を思 う会」)が 組織 され,地 域の原

風景であった水車 を自らの手で復元 した。水車の復元が契機 となって村並保存運動が本格化 し,

それを行政 が支援す る仕組みが構築 された。愛媛県のアグ リ トピア構想,内 子町 による古民家

の移築 と宿 泊交流施設の建設,地 区の婦入 グループに よる管理運営,水 車祭 り,地 区全体 を博

覧会 に見立てた村並博,な どの取組みが拡大 している。地 区住民 を主体 としたまちづ くりと交

流宿泊施設であ り,公 共施設で もある 「石畳の宿」を地 区の婦人 グループが管理運営 する方式

は,公 共施設 を地域住民が管理運営するこ とによって管理運営費 を節約 するだけでな く,地 域

住民 の潜在 能力 を引 き出 し,地 域が活性化することを明 らか に した。石畳地 区の成果は他の地

域にも応用 され,こ の方式 は大瀬地区や川登地区において導入 されている。

こう した住民 の主体性 を重視する取 り組みは,住 民 の新 たな起業活動 を刺激 してお り,多 様

な農産物加 工,婦 人グループによる食堂 「アグ リ亭」 の経営,グ リー ンツー リズムな どの取組

が開始 されてい る。 さらに,公 設民営方式の宿泊交流 施設の整備 と住民 に よる運営は,グ リー

ンッー リズムの可能性 を明 らか にし,農 家民宿 や農業体験学習等の内発 的な取 り組みが芽生 え

ている。「うち こグ リー ンツー リズム協会」が 中心 として,グ リー ンツー リズムを推進す るた

めに情報交換 と研修活動が行 われている。

第5は,住 民 自治組織の強化であ り,農 村社会特有 の村落共同体 を近代化 し,農 村社会の再

生の担 い手 として再構築 しよう と していることであ る。内子町 は,宮 崎県綾 町の取組みを参

考 に,1990年 代 か ら自治会 活動 を強化 して きた。小 学校 単位 に設置 された18の 公民館分館 ご

とに 「地域 づ くり10ヶ 年計画」 を策定 し,「 コ ミュニテ ィレベルか らの計画行政」 「地域住民の

自治力 の強化」に取 り組んで きた。地区住民の協議 をもとに全 ての 自治会 で地域計画 を作成 し,

町行政 と連動 させ なが ら,地 域づ くりに取組んでいる。大江健三郎の生 誕地 である大瀬地区で

は,旧 大瀬村役場 を交流施設 と して保存 し,地 区住民が輪番 で管理運営 し,地 域の活性化 をも

た らしているのがその代表的 な事例であ る。
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皿

市町村合併 は,一 方 では行政エ リアを拡大 したが,他 方では地方議会議員や 自治体職員を削

減 し,従 来型の まちづ く りの継続 を困難 にし,コ ミュニティレベルか らの まちづ くりの体制 の

再構 築を迫 っている。新内子 町についても例外ではない。市町村合併 による行政エ リアの拡大,

さらに景観 ・環境問題等の顕在化は,従 来の まちづ くりに新 たな課題を与 えている。

その第1は,旧 内子 町で構築 されて きた行政手法や地域住民 と行政 との関係 を新内子町にお

いて拡大 し,融 和 を図ることである。旧内子町は江戸末期か ら日本一の木蝋産業で栄 えた地域 で

あ り,江 戸 末期か ら明治大正期 に形成 された歴史的建造物の保存事業 に1970年 代か ら取組み,

町並保存事業か ら村並保存 運動,さ らに産直運動 を通 じて住民主体のまちづ くりの取組んでいる。

旧五十崎町 は,手 漉 き和紙の産地 として栄えた地域であ り,現 在 も日本一の手漉 き和紙工場(天

神産紙工場)が 存在す る。愛媛県無形民族文化財 に指定 された 「いか ざき大凧合戦」の保存 や,

1989年 には全 国初 の 「凧博物館」 を開館 した。 また,地 元の商工業者が中心になって町の中心

を流れる小 田川の護岸 をコンクリー ト製か ら自然石で整備す る 「近 自然工法」 に早 くか ら取組 ん

だ自治体で ある。旧小 田町は,四 国山脈の麓に形成された林業 の町 であ り,景 勝地である小 田

深山を中心 とした観光 開発 として,8万 ㎡のスキー場(小 田スキー場)や 深山荘 ・獅子越荘等の

宿泊施設が整備 される とともに,伝 統 的な 「山の神火祭 り」 「燈籠祭 り」等が保存 されてきた。

平成の市町村合併 は,こ れ ら3町 が取組んで きたまちづ くりを統合 し,町 職員及び町民の意

思疎通を図 りつつ取 り組 むこ とを求めている。合併は,一 方 では,小 田川流域の3町 を一つの

町とし,3町 に点在す る観光資源 を統一 した視点から開発 ・保存す るなど,流 域 に沿 った総合

的な まちづ くりを行 な うこ とを可能に している。他方では,隣 接 した地域 とは言え,歴 史的伝

統的に形成 されて きた風土の違いや自治体 の行政手法,自 治体職員や町民の意識の相違 などに

直面 している。

第2は,合 併に よって行政エ リアが拡大 し,地 域の 自然資源や歴史文化資源が豊か になった

ことに対応 した地域計画 を策定 し,地 域住民の主体的参加 を得 なが ら実施 しなければならない

ことである。

例 えば,合 併に よる行政エ リアの拡大は多様な観光 資源 を もたら した。 旧3町 の観光協会は

2006年2月 に合併 されて新 内子町観光協会 として発足 し,3町 が合併す ることによって小 田川

流域 の町が1つ にま とまったのであ り,旧3町 の関係者,シ ンクタンクのア ドバイザー,学 生

等が参加 して各地域毎の観光資源を発見 し,そ の活用 方法 について活発 な意見 を交換 しつつ ま

とめ られたのが 「内子町観光 交流計画書」である。1983年 に策定 された内子町の観光振興計画

(『内子の 「光」 を 「観」 なおそ う一内子町観光振興計画書一』)が 提示 した 「まちづ くり型観

光」 のコンセプ トを引 き継 ぎなが ら,合 併後の観光振興計画をま とめた ものである。

第3は,地 域景観計 画や環境計画 の策定 と実行である。内子町の場合,旧 内子町が1970年 代
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か ら展 開 して きたまちづ くりの実績 とノウハ ウを蓄積 し,観 光客が年間60万 人を超 えて訪れる

な ど全国的に知 られる ようにな り,「内子」 が地域 ブラン ドを形成 しつつあ る。旧内子 町で蓄

積 して きた住民主体 のまちづ くりを合併後 の新 しい環境の中で どの ように展開で きるか問われ

ている。町並保存事業,村 並保存運動,グ リー ンツー リズム に対す る取 り組みが全国 レベルで

も認知 され,松 山市 を中心 とす る県 内各地域か らの来客 を拡大 する とともに,全 国か ら観光客

が訪れる ようになっている。 しか し,国 道沿線には農山村地域 固有 の景観 を損な う看板 や建造

物 も少 な くない。内子町 のまちづ くりにマ ッチ した景観 を地域全体 として どの ように創造す る

か問われている。 また,中 山間地域 の小規模 自治体であって も,環 境 問題 に対応 しつつ持続可

能 な発展の道をどの ように して確立するか問われてい る。

「内子町景観 まちづ くり計画」 は,2004年6月 に制定 された 「景観法」 に基づいて策定 され

たものである。同計画 は 「町並み,村 並み,山 並みが美 しい,持 続 的に発展 する景観 まちづ く

り」を 目標 とし,内 子町全域 を対象 として,景 観重要建造物,景 観重要公共施設,景 観計画重

点区域,景 観重要樹 木な どを選定 して策定 された ものである。

また,地 球温暖化 ガス削減は国際 的な課題になっているが,内 子町 において も豊富な森林資

源 を有効 に活用 しつつ環境 と調和 した持続的な発展の道 を追 求す る必要 に迫 られている。安価

な輸入木材の増大 による国産材価格の下落は,地 域の森林資源 を有効 に活用 しないまま放置 し,

荒れた山は土砂崩 れな どの災害の要 因となっている。域 内の木材 を活用 して風土 にあった和風

木造住 宅の開発 と普及,問 伐材 をバ イオマスエネルギーや製紙 原料 として活用す るな ど,実 効

性のある地域環境計画の策定が課題 となってい る。

この ように内子 町は 「きらりと光 るエ コロジー タウン内子」 をキャ ッチ フレーズに内発的 な

まちづ くりに取 り組 んでいるが,既 に述べ たように,こ れ らの事業 を推進する うえで財政基盤i

は必ず しも強固ではない。小規模 自治体の財政基盤 をどう強化す るか,当 該 自治体だけでな く

国 レベルで検討 を要する問題である。

お わ肖りに

人口2万 人 に満 たない内子町 は,市 町村合併及 び三位 一体 改革 と財政基 盤の脆 弱化,過 疎

化 ・高齢化,農 林業担 い手の不足 と耕作放棄地の増加,グ ローバル化 と輸入 農水産物の増加,

アメリカ発 の世界 金融 ・経済危機の中で,地 域住民 を担 い手 とした内発的な まちづ くりに取 り

組 んでいる。過疎 ・高齢化が さ らに進行 し,い わゆる 「限界集落」が増加するな ど自治体行政

を取 り巻 く環境は悪化 している。加 えて,環 境,景 観保全 な どの新 たに解決を迫 られている課

題 も少な くない。市 町村合併 と財政難の中で 自治体職員が削減 され,地 域住民 を主体 とした ま

ちづ くりへ の転換 が迫 られてい る。地域住民主体の まちづ くりの推進 は,同 時に自治体職員の

高度な専 門性 を必 要 としている。内子町は学習を基本 とし,コ ミュニテ ィレベ ルか らの計画行

政 を掲 げてまちづ くりに取 り組んで きた。学習す る住民 と自治体職員の専 門的力量が連携 して
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困難iな環境 の中で新 たな小規模 自治体の未来像 を提示 して くれる もの と期待 される。詳 し くは

以下 に収録 された内子 町の まちづ くりか ら読 み取って頂 きたい。

―9―


